
事業主の皆さま

職務分析・職務評価
無料の取組⽀援を活⽤しませんか︖

専⾨家を派遣します

パートタイム・有期雇⽤労働法が施⾏され、正社員とパートタイム労働者・有期雇⽤労働者との間
の不合理な待遇差が禁⽌されました。

都道府県働き⽅改⾰推進⽀援センターの専⾨家が企業を訪問します。

l最⼤６回まで⽀援を⾏います
・ 評価対象者（従業員）の選定 ・ 職務の棚卸し
・ 職務評価の実施 ・ 均等・均衡待遇状況の確認
・ パートタイム労働者・有期雇⽤労働者の活⽤戦略の作成

l評価は「要素別点数法」で⾏います
導⼊⽀援では、職務の⼤きさ（業務内容・責任の程度）を、
構成要素別にポイント数で評価する「要素別点数法」を採⽤。
客観的な評価を⾏うことができます。

職務分析・職務評価とは
職務分析は、従業員それぞれの職務に関する情報を収集・整理し、職務の内容を明確にする
こと。職務評価は、社内の職務内容を⽐較して、その⼤きさを相対的に測定する⽅法です。
職務分析・職務評価を、正社員とパートタイム労働者・有期雇⽤労働者について⾏うと、その
基本給が、均等・均衡待遇（同⼀労働同⼀賃⾦）に即した状況であるかどうかを確認すること
ができ、公正な待遇を確保できる賃⾦制度を検討・設計することに役⽴ちます。

取組⽀援を活⽤しましょう

第１回

職務評価対象の選定
職務構造表を使った
職務の棚卸し

第２回

職務（役割）
評価の実施 等

第３回

均等・均衡待
遇のチェック

第４〜６回

パート・有期の
活⽤戦略の検討等

l 会社の現状が分かり、⼈材活⽤や賃⾦制度の課題を的確に
把握できます︕

l 賃⾦制度の⾒直しにつなげ、従業員の満⾜度アップと、
会社の魅⼒と価値を⾼めることができます︕

取組⽀援（専⾨家派遣）のお申し込みは裏⾯へ

パートタイム・有期雇⽤労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん



会 社 名

住 所

フ リ ガ ナ
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希望がない場合は
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第１希望 ⽉ ⽇ 時〜
第２希望 ⽉ ⽇ 時〜
第３希望 ⽉ ⽇ 時〜

ご 相 談 内 容

（例）販売部⾨の正社員とパートの待遇の状況を確認したい。

お問い合わせ
熊本働き⽅改⾰推進⽀援センター
TEL 0120-041-124 FAX  096-355-3492
〒

多様な働き⽅の実現応援サイト
「多様な働き⽅の実現応援サイト」では、職務分析・職務評価や⽀援に関する詳しい情報を紹介
しています。

職務分析実施マニュアル（⾃社で分析を⾏う際に役⽴つマニュアルです）

• 職務評価を⽤いた基本給の点検・検討マニュアル
• 職務評価の検討事例（職務評価に取り組んだ企業の事例を、紹介しています）

働き⽅改⾰推進⽀援センターでは中⼩企業・⼩規模事業者等に対する働き⽅改⾰推
進⽀援事業として、「働き⽅改⾰推進⽀援センター」を全国47都道府県に設置し、社会保険
労務⼠等の専⾨家による相談⽀援等を⾏っています。（厚⽣労働省委託事業）

まずはお気軽に最寄りの働き⽅改⾰推進⽀援センターまでご相談ください。

https://part-
tanjikan.mhlw.go.jp/e

stimation/


